
山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
八
十
七
号
　
　
令
和
五
年
六
月
十
九
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

四
〇
一

山
梨
県
公
報

第
三
百
八
十
七
号

令
和
五
年六

月
十
九
日

月　曜　日

目

次

告

示

○
道
路
の
供
用
開
始	

四
〇
一

○
道
路
の
区
域
変
更
（
三
件
）	

四
〇
一

○
廃
川
敷
地
等	

四
〇
二

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
変
更
の
届
出	

四
〇
二

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
団
体
の
名
称
等
の
届
出	

四
〇
三

人
事
委
員
会

○
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

四
〇
七

○
令
和
五
年
度
山
梨
県
職
員
採
用
試
験
（
高
校
卒
業
程
度
）
及
び
小
中
学
校
事
務
職
員
採

用
試
験
の
実
施
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

四
〇
八

○
障
害
者
を
対
象
と
し
た
令
和
五
年
度
山
梨
県
職
員
採
用
選
考
試
験
の
実
施
に
つ
い
て	

四
一
四

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
百
七
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
五
年
七
月
十
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
六
月
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
告
示
第
百
七
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
吉
田
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
五
年
七
月
十
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
五
年
六
月
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路
線
名　

四
百
十
三
号

三　

道
路
の
区
域

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

南
都
留
郡
道
志
村
字
大
久
保
七
一
七
一
番
乙
一
地
先

か
ら

南
都
留
郡
道
志
村
字
大
久
保
七
一
四
六
番
乙
地
先
ま

で

旧

六
・
一
～

　
　

一
二
・
一

七
五
・
〇

新

八
・
一
～

　
　

二
二
・
五

七
五
・
〇

山
梨
県
告
示
第
百
七
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
五
年
七
月
十
日
ま
で
一
般

の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
六
月
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

道
路
の
種
類　

県
道

道
路
の

種
類

路
線
名

区
間

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

一
般
国

道

四
百
十
一
号

甲
州
市
勝
沼
町
山
字
北
田
中
四
二
九

番
一
地
先
か
ら

甲
州
市
勝
沼
町
山
字
幸
神
八
七
四
番

一
地
先
ま
で

　

四
七
三
・
一

令
和
五
年
六

月
十
九
日

道
路
の

種
類

路
線
名

区
間

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

一
般
国

道

四
百
十
一
号

甲
州
市
勝
沼
町
山
字
北
田
中
四
二
九

番
一
地
先
か
ら

甲
州
市
勝
沼
町
山
字
幸
神
八
七
四
番

一
地
先
ま
で

　

四
七
三
・
一

令
和
五
年
六

月
十
九
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
八
十
七
号
　
　
令
和
五
年
六
月
十
九
日

四
〇
二

山
梨
県
告
示
第
百
七
十
四
号

次
の
と
お
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四
号
）
第
四

十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
を
山
梨
県
県
土
整
備
部
治
水
課
及
び
中
北
建
設

事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
六
月
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

河
川
の
名
称　

富
士
川
水
系　

流
川

二　

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日　

令
和
五
年
六
月
十
九
日

三　

廃
川
敷
地
等
の
位
置　

甲
府
市
堀
之
内
町
字
鳥
居
七
百
二
十
四
番
地
先

四　

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量　

土
地　

四
・
一
九
平
方
メ
ー
ト
ル

公　
　
　

告

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
六
月
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名　

三
菱
H
C
キ
ャ

ピ
タ
ル
株
式
会
社　

代
表
取
締
役　

久
井
大
樹　

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
五
番
一
号

二　

届
出
の
概
要

1　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地　

ユ
ニ
ク
ロ
甲
府
店　

山
梨
県
甲
府
市
上
阿
原
町
五
百

十
一
番
地
一

2　

変
更
し
た
事
項　

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

二　

路
線
名　

四
日
市
場
上
野
原
線

三　

道
路
の
区
域

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

上
野
原
市
鶴
島
字
田
代
三
一
五
八
番
二
地
先
か
ら

上
野
原
市
鶴
島
字
田
代
三
一
六
一
番
一
地
先
ま
で
旧

一
六
・
六
～

　
　
　

八
六
・
七

一
七
九
・
〇

新

二
五
・
三
～

　
　
　

八
六
・
七

一
七
九
・
〇

山
梨
県
告
示
第
百
七
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
吉
田
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
五
年
七
月
十
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
五
年
六
月
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路
線
名　

四
百
十
三
号

三　

道
路
の
区
域

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

南
都
留
郡
道
志
村
字
栗
指
一
三
九
六
番
二
地
先
か

ら南
都
留
郡
道
志
村
字
大
渡
一
一
八
四
番
四
地
先
ま

で

旧

八
・
〇
～

　
　
　

一
四
・
一

五
九
五
・
五

南
都
留
郡
道
志
村
字
栗
指
一
三
九
六
番
二
地
先
か

ら南
都
留
郡
道
志
村
字
大
渡
一
一
八
四
番
四
地
先
ま

で

新

九
・
二
～

　
　

二
六
二
・
九

五
九
五
・
五

新

九
・
二
～

　
　

二
七
九
・
五

三
四
七
・
五

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

南
都
留
郡
道
志
村
字
栗
指
一
三
九
六
番
二
地
先
か

ら南
都
留
郡
道
志
村
字
大
渡
一
一
八
四
番
四
地
先
ま

で

旧

八
・
〇
～

　
　
　

一
四
・
一

五
九
五
・
五

南
都
留
郡
道
志
村
字
栗
指
一
三
九
六
番
二
地
先
か

ら南
都
留
郡
道
志
村
字
大
渡
一
一
八
四
番
四
地
先
ま

で

新

九
・
二
～

　
　

二
六
二
・
九

五
九
五
・
五

新

九
・
二
～

　
　

二
七
九
・
五

三
四
七
・
五

変
更
前

変
更
後

三
菱
H
C
キ
ャ
ピ
タ
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

柳
井
隆
博

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
五
番
一
号

三
菱
H
C
キ
ャ
ピ
タ
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

久
井
大
樹

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
五
番
一
号



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
八
十
七
号
　
　
令
和
五
年
六
月
十
九
日

四
〇
三

3　

変
更
の
年
月
日　

令
和
五
年
四
月
一
日

三　

届
出
年
月
日　

令
和
五
年
六
月
二
日

四　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
五
年
十
月
十
九
日
ま
で

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
、
第
十
七
条

第
一
項
、
第
十
九
条
第
二
項
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
次
の
と
お
り
あ
っ
た
。

令
和
五
年
六
月
十
九
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委　

員　

長　
　

小　

宮　

山　
　
　
　

博

変
更
前

変
更
後

三
菱
H
C
キ
ャ
ピ
タ
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

柳
井
隆
博

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
五
番
一
号

三
菱
H
C
キ
ャ
ピ
タ
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

久
井
大
樹

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
五
番
一
号



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
八
十
七
号
　
　
令
和
五
年
六
月
十
九
日

四
〇
四

政
治
資
金
規
正
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
届
出　

政
治
団
体
設
立
届

政
党
の
支
部名　

　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

参
政
党
山
梨
県
支
部
連
合
会

赤

坂

潤

二

河
西
理
映
子

甲
府
市
宝
一

－
二
五

－

八

令
和
五
年
五
月
二

十
二
日

令
和
五
年
五
月
二

十
六
日

参
政
党
山
梨
第
２
支
部

鈴

木

大

介

山
本
眞
理
子

甲
府
市
宝
一

－

二
五

－

八

令
和
五
年
五
月
二

十
二
日

令
和
五
年
五
月
二

十
六
日

そ
の
他
の
政
治
団
体

名　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

な
か
ざ
わ
修
後
援
会

仲

沢
　

修

河
西
理
映
子

南
ア
ル
プ
ス
市
和
泉
二
一
五

令
和
五
年
六
月
一

日

令
和
五
年
六
月
一

日

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
区
分

公
職
の
候
補
者
の
氏
名

公
職
の
候
補
者
に
係
る
公
職
の
種
類

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
国
会

議
員
関
係
政
治
団
体

仲

沢
　

修

衆
議
院
議
員

鈴
木
竜
児
後
援
会

鈴

木

竜

児

鈴

木

竜

児

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
一
二
七
八

令
和
五
年
四
月
二

十
八
日

令
和
五
年
五
月
一

日

ハ
ッ
ピ
ー
ア
ゲ
イ
ン
大
月
の
会

星

野

善

忠

鈴

木

有

一

大
月
市
大
月
町
花
咲
一
九
三

令
和
五
年
五
月
十

二
日

令
和
五
年
五
月
十

二
日

未
来
大
月
の
元
気
健
康
を
創
る
会

山

地
　

渉

山

地

量

子

大
月
市
富
浜
町
鳥
沢
二
四
〇
三

－

五

令
和
五
年
五
月
九

日

令
和
五
年
五
月
十

五
日

中
谷
真
一
後
援
会
総
連
合
会

望

月

大

和

古

屋

昭

仁

甲
府
市
和
戸
町
六
八
八

－

五

令
和
五
年
六
月
一

日

令
和
五
年
六
月
一

日

政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出　

届
出
事
項
の
異
動
届

区
分

名　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新

自
由
民
主
党
山
梨
県
保
育
推
進
連

盟
支
部

小
林
真
由
美

笛
吹
市
石
和
町
小
石
和
六
〇
一
わ
か
ば
保
育
園
内

令
和
五
年
四
月
一

日

令
和
五
年
五
月
十

日

旧

丸
山
美
智
子

甲
府
市
上
曽
根
町
二
五
八

－

一
柏
こ
ど
も
園
内

新

自
由
民
主
党
山
梨
県
郵
政
政
治
連

盟
支
部

鈴

木

健

司

石
原　

信　

大
月
市
七
保
町
葛
野
二
二
五
五

令
和
五
年
五
月
十

日

令
和
五
年
五
月
十

日

旧

三

神

一

朗

上

野

佳

男

中
巨
摩
郡
昭
和
町
押
越
二
一
八
四
三
神
方

新

自
由
民
主
党
山
梨
県
柔
道
整
復
師

支
部

大

室

正

美

令
和
五
年
五
月
十

三
日

令
和
五
年
五
月
十

八
日

旧

井

出

正

治

新

自
由
民
主
党
２
１
世
紀
明
る
い
社

会
を
つ
く
る
会
山
梨
支
部

山

田

英

世

甲
府
市
城
東
二

－

二

－

一
一

令
和
五
年
五
月
一

日

令
和
五
年
五
月
二

十
二
日

旧

望

月

光

裕

南
巨
摩
郡
南
部
町
福
士
二
一
三
〇
〇

－

三

新

参
政
党
山
梨
第
１
支
部

安

達

真

紀

令
和
五
年
五
月
二

十
二
日

令
和
五
年
五
月
二

十
六
日

旧

参
政
党
山
梨
支
部

赤

坂

潤

二

新

自
由
民
主
党
富
士
川
町
支
部

依

田
　

忠

令
和
五
年
五
月
十

八
日

令
和
五
年
五
月
三

十
日

旧

井

上

和

男

新

杉
原
き
よ
ひ
と
後
援
会

田

口

康

一

令
和
五
年
四
月
二

十
八
日

令
和
五
年
四
月
二

十
八
日

旧

花

田

隆

貴

新

清
水
和
弘
を
支
援
す
る
会
和
み
会

長

坂

喜

男

令
和
四
年
四
月
一

日

令
和
五
年
五
月
一

日

旧

下
田
蘇
代
彦

新

ま
つ
の
昇
平
後
援
会

手

塚

正

彦

南
ア
ル
プ
ス
市
飯
野
二
八
二
四

－

四

令
和
五
年
三
月
二

十
日

令
和
五
年
五
月
十

一
日

旧

武

田

勝

彦

南
ア
ル
プ
ス
市
飯
野
三
六
八
〇

新

全
日
本
不
動
産
政
治
連
盟
山
梨
県

本
部

秋

山

照

彦

令
和
五
年
五
月
一

日

令
和
五
年
五
月
十

六
日

旧

渡

邊

菊

夫

新

山
梨
県
柔
道
整
復
師
連
盟

大

室

正

美

令
和
五
年
五
月
十

三
日

令
和
五
年
五
月
十

八
日

旧

井

出

正

治

新

白
友
会

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津
一
五
〇
五

令
和
五
年
五
月
十

六
日

令
和
五
年
五
月
十

九
日

旧

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津
四
九
四
〇

－

一

新

市
民
の
声
で
明
日
の
富
士
吉
田
を

作
る
会
伊
藤
進
後
援
会

富
士
吉
田
市
緑
ケ
丘
二
ー
六

－

一
五

令
和
五
年
五
月
一

日

令
和
五
年
五
月
三

十
日

旧

富
士
吉
田
市
下
吉
田
四

－

一
七

－

三



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
八
十
七
号
　
　
令
和
五
年
六
月
十
九
日

四
〇
五

政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
一
項
に
よ
る
届
出　

政
治
団
体
解
散
届

区
分

名　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新

自
由
民
主
党
山
梨
県
保
育
推
進
連

盟
支
部

小
林
真
由
美

笛
吹
市
石
和
町
小
石
和
六
〇
一
わ
か
ば
保
育
園
内

令
和
五
年
四
月
一

日

令
和
五
年
五
月
十

日

旧

丸
山
美
智
子

甲
府
市
上
曽
根
町
二
五
八

－

一
柏
こ
ど
も
園
内

新

自
由
民
主
党
山
梨
県
郵
政
政
治
連

盟
支
部

鈴

木

健

司

石
原　

信　

大
月
市
七
保
町
葛
野
二
二
五
五

令
和
五
年
五
月
十

日

令
和
五
年
五
月
十

日

旧

三

神

一

朗

上

野

佳

男

中
巨
摩
郡
昭
和
町
押
越
二
一
八
四
三
神
方

新

自
由
民
主
党
山
梨
県
柔
道
整
復
師

支
部

大

室

正

美

令
和
五
年
五
月
十

三
日

令
和
五
年
五
月
十

八
日

旧

井

出

正

治

新

自
由
民
主
党
２
１
世
紀
明
る
い
社

会
を
つ
く
る
会
山
梨
支
部

山

田

英

世

甲
府
市
城
東
二

－
二

－

一
一

令
和
五
年
五
月
一

日

令
和
五
年
五
月
二

十
二
日

旧

望

月

光

裕

南
巨
摩
郡
南
部
町
福
士
二
一
三
〇
〇

－

三

新

参
政
党
山
梨
第
１
支
部

安

達

真

紀

令
和
五
年
五
月
二

十
二
日

令
和
五
年
五
月
二

十
六
日

旧

参
政
党
山
梨
支
部

赤

坂

潤

二

新

自
由
民
主
党
富
士
川
町
支
部

依

田
　

忠

令
和
五
年
五
月
十

八
日

令
和
五
年
五
月
三

十
日

旧

井

上

和

男

新

杉
原
き
よ
ひ
と
後
援
会

田

口

康

一

令
和
五
年
四
月
二

十
八
日

令
和
五
年
四
月
二

十
八
日

旧

花

田

隆

貴

新

清
水
和
弘
を
支
援
す
る
会
和
み
会

長

坂

喜

男

令
和
四
年
四
月
一

日

令
和
五
年
五
月
一

日

旧

下
田
蘇
代
彦

新

ま
つ
の
昇
平
後
援
会

手

塚

正

彦

南
ア
ル
プ
ス
市
飯
野
二
八
二
四

－

四

令
和
五
年
三
月
二

十
日

令
和
五
年
五
月
十

一
日

旧

武

田

勝

彦

南
ア
ル
プ
ス
市
飯
野
三
六
八
〇

新

全
日
本
不
動
産
政
治
連
盟
山
梨
県

本
部

秋

山

照

彦

令
和
五
年
五
月
一

日

令
和
五
年
五
月
十

六
日

旧

渡

邊

菊

夫

新

山
梨
県
柔
道
整
復
師
連
盟

大

室

正

美

令
和
五
年
五
月
十

三
日

令
和
五
年
五
月
十

八
日

旧

井

出

正

治

新

白
友
会

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津
一
五
〇
五

令
和
五
年
五
月
十

六
日

令
和
五
年
五
月
十

九
日

旧

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津
四
九
四
〇

－

一

新

市
民
の
声
で
明
日
の
富
士
吉
田
を

作
る
会
伊
藤
進
後
援
会

富
士
吉
田
市
緑
ケ
丘
二
ー
六

－

一
五

令
和
五
年
五
月
一

日

令
和
五
年
五
月
三

十
日

旧

富
士
吉
田
市
下
吉
田
四

－

一
七

－

三

名　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

自
由
民
主
党
山
梨
県
笛
吹
市
第
三
支

部

杉

原

清

仁

田

口

康

一

笛
吹
市
石
和
町
山
崎
一
三
二

－

一
五
八

令
和
五
年
四
月
二

十
八
日

令
和
五
年
四
月
二

十
八
日

自
治
体
か
ら
地
元
を
元
気
に
す
る
会

山

本

満

夫

山

本

満

夫

甲
府
市
湯
田
二

－

三

－

一
二

令
和
五
年
四
月
二

十
四
日

令
和
五
年
五
月
一

日

植
田
と
し
み
後
援
会

植

田

年

美

植

田

年

美

甲
府
市
西
油
川
町
三
五

令
和
五
年
五
月
十

日

令
和
五
年
五
月
十

日

か
わ
だ
あ
け
み
後
援
会

河
田
あ
け
み

河
田
あ
け
み

中
巨
摩
郡
昭
和
町
築
地
新
居
五
四
〇

－

七

令
和
五
年
五
月
十

日

令
和
五
年
五
月
十

日

中
村
あ
き
ひ
こ
後
援
会

中

村

明

彦

中

村

明

彦

甲
府
市
中
央
三

－

四

－

五

令
和
五
年
五
月
十

日

令
和
五
年
五
月
十

日

清
水
正
二
後
援
会
﹁
清
正
会
﹂

青

柳

孝

行

深

澤
　

順

甲
斐
市
万
才
一
五
四

－

一

令
和
四
年
十
二
月

二
十
二
日

令
和
五
年
五
月
十

八
日

い
と
う
ま
り
後
援
会

伊

藤

真

理

伊

藤

真

理

笛
吹
市
石
和
町
下
平
井
四
四

－

四

令
和
五
年
四
月
二

十
二
日

令
和
五
年
五
月
二

十
五
日

尚
友
会

河

野

勝

彦

小
田
切
義
夫

甲
斐
市
長
塚
三
五
〇

－

一

令
和
五
年
五
月
二

十
七
日

令
和
五
年
六
月
二

日



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
八
十
七
号
　
　
令
和
五
年
六
月
十
九
日

四
〇
六

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
二
項
に
よ
る
届
出　

資
金
管
理
団
体
指
定
届

氏　
　

名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名

指
定
年
月
日

届
出
年
月
日

仲

沢
　

修

衆
議
院
議
員

な
か
ざ
わ
修
後
援
会

南
ア
ル
プ
ス
市
和
泉
二
一
五

仲

沢
　

修

令
和
五
年
六
月
一

日

令
和
五
年
六
月
一

日

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に
よ
る
届
出　

資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出

氏　
　

名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名

資
金
管
理
団
体
で
な
く

な
っ
た
年
月
日

届
出
年
月
日

植

田

年

美

市
議
会
議
員

植
田
と
し
み
後
援
会

甲
府
市
西
油
川
町
三
五

植

田

年

美

令
和
五
年
五
月
十
日

令
和
五
年
五
月
十

日

河
田
あ
け
み

町
議
会
議
員

か
わ
だ
あ
け
み
後
援
会

中
巨
摩
郡
昭
和
町
築
地
新
居
五

四
〇

－

七

河
田
あ
け
み

令
和
五
年
五
月
十
日

令
和
五
年
五
月
十

日

中

村

明

彦

市
議
会
議
員

中
村
あ
き
ひ
こ
後
援
会

甲
府
市
中
央
三
ー
四

－

五

中

村

明

彦

令
和
五
年
五
月
十
日

令
和
五
年
五
月
十

日

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
に
よ
る
届
出　

資
金
管
理
団
体
異
動
届

名　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

自
由
民
主
党
山
梨
県
笛
吹
市
第
三
支

部

杉

原

清

仁

田

口

康

一

笛
吹
市
石
和
町
山
崎
一
三
二

－

一
五
八

令
和
五
年
四
月
二

十
八
日

令
和
五
年
四
月
二

十
八
日

自
治
体
か
ら
地
元
を
元
気
に
す
る
会

山

本

満

夫

山

本

満

夫

甲
府
市
湯
田
二

－

三

－

一
二

令
和
五
年
四
月
二

十
四
日

令
和
五
年
五
月
一

日

植
田
と
し
み
後
援
会

植

田

年

美

植

田

年

美

甲
府
市
西
油
川
町
三
五

令
和
五
年
五
月
十

日

令
和
五
年
五
月
十

日

か
わ
だ
あ
け
み
後
援
会

河
田
あ
け
み

河
田
あ
け
み

中
巨
摩
郡
昭
和
町
築
地
新
居
五
四
〇

－

七

令
和
五
年
五
月
十

日

令
和
五
年
五
月
十

日

中
村
あ
き
ひ
こ
後
援
会

中

村

明

彦

中

村

明

彦

甲
府
市
中
央
三

－

四

－

五

令
和
五
年
五
月
十

日

令
和
五
年
五
月
十

日

清
水
正
二
後
援
会
﹁
清
正
会
﹂

青

柳

孝

行

深

澤
　

順

甲
斐
市
万
才
一
五
四

－

一

令
和
四
年
十
二
月

二
十
二
日

令
和
五
年
五
月
十

八
日

い
と
う
ま
り
後
援
会

伊

藤

真

理

伊

藤

真

理

笛
吹
市
石
和
町
下
平
井
四
四

－

四

令
和
五
年
四
月
二

十
二
日

令
和
五
年
五
月
二

十
五
日

尚
友
会

河

野

勝

彦

小
田
切
義
夫

甲
斐
市
長
塚
三
五
〇

－

一

令
和
五
年
五
月
二

十
七
日

令
和
五
年
六
月
二

日

区
分

氏　
　

名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新

白

壁

賢

一

白
友
会

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津
一
五

〇
五

令
和
五
年
五
月
十
六

日

令
和
五
年
五
月
十
九

日

旧

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津
四
九

四
〇

－

一
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四
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七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

人
事
委
員
会

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
六
月
十
九
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委　

員　

長　
　

細　
　

谷　
　

憲　
　

二

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
職
員
採
用
試
験
（
高
校
卒
業
程
度
）
の
部
中

区
分

氏　
　

名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新

白

壁

賢

一

白
友
会

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津
一
五

〇
五

令
和
五
年
五
月
十
六

日

令
和
五
年
五
月
十
九

日

旧

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津
四
九

四
〇

－

一

土
木

主
と
し
て
土
木
に
関
す
る
知
識
・
技
術
又
は
そ

の
他
の
能
力
を
必
要
と
す
る
業
務
に
従
事
す
る

こ
と
を
職
務
と
す
る
職

教
養
試
験

専
門
試
験
（
五
肢
選
択
）

人
物
試
験

作
文
試
験

資
格
調
査

農
業
土
木

主
と
し
て
農
業
土
木
に
関
す
る
知
識
・
技
術
又

は
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と
す
る
業
務
に
従
事

す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
職

﹁

﹁

土
木

主
と
し
て
土
木
に
関
す
る
知
識
・
技
術
又
は
そ

の
他
の
能
力
を
必
要
と
す
る
業
務
に
従
事
す
る

こ
と
を
職
務
と
す
る
職

教
養
試
験

専
門
試
験
（
五
肢
選
択
）

人
物
試
験

作
文
試
験

資
格
調
査

農
業
土
木

主
と
し
て
農
業
土
木
に
関
す
る
知
識
・
技
術
又

は
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と
す
る
業
務
に
従
事

す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
職

﹁

﹁

土
木

主
と
し
て
土
木
に
関
す
る
知
識
・
技
術
又
は
そ

の
他
の
能
力
を
必
要
と
す
る
業
務
に
従
事
す
る

こ
と
を
職
務
と
す
る
職

教
養
試
験

専
門
試
験
（
五
肢
選
択
）

人
物
試
験

作
文
試
験

資
格
調
査

農
業
土
木

主
と
し
て
農
業
土
木
に
関
す
る
知
識
・
技
術
又

は
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と
す
る
業
務
に
従
事

す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
職

﹁

﹁

林
業

主
と
し
て
林
業
に
関
す
る
知
識
・
技
術
又
は
そ

の
他
の
能
力
を
必
要
と
す
る
業
務
に
従
事
す
る

こ
と
を
職
務
と
す
る
職

教
養
試
験

専
門
試
験
（
記
述
）

人
物
試
験

作
文
試
験

資
格
調
査

土
木

主
と
し
て
土
木
に
関
す
る
知
識
・
技
術
又
は
そ

の
他
の
能
力
を
必
要
と
す
る
業
務
に
従
事
す
る

こ
と
を
職
務
と
す
る
職

教
養
試
験

専
門
試
験
（
五
肢
選
択
）

人
物
試
験

作
文
試
験

資
格
調
査

農
業
土
木

主
と
し
て
農
業
土
木
に
関
す
る
知
識
・
技
術
又

は
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と
す
る
業
務
に
従
事

す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
職

電
気

主
と
し
て
電
気
に
関
す
る
知
識
・
技
術
又
は
そ

の
他
の
能
力
を
必
要
と
す
る
業
務
に
従
事
す
る

こ
と
を
職
務
と
す
る
職

﹁

﹁

林
業

主
と
し
て
林
業
に
関
す
る
知
識
・
技
術
又
は
そ

の
他
の
能
力
を
必
要
と
す
る
業
務
に
従
事
す
る

こ
と
を
職
務
と
す
る
職

教
養
試
験

専
門
試
験
（
記
述
）

人
物
試
験

作
文
試
験

資
格
調
査

土
木

主
と
し
て
土
木
に
関
す
る
知
識
・
技
術
又
は
そ

の
他
の
能
力
を
必
要
と
す
る
業
務
に
従
事
す
る

こ
と
を
職
務
と
す
る
職

教
養
試
験

専
門
試
験
（
五
肢
選
択
）

人
物
試
験

作
文
試
験

資
格
調
査

農
業
土
木

主
と
し
て
農
業
土
木
に
関
す
る
知
識
・
技
術
又

は
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と
す
る
業
務
に
従
事

す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
職

電
気

主
と
し
て
電
気
に
関
す
る
知
識
・
技
術
又
は
そ

の
他
の
能
力
を
必
要
と
す
る
業
務
に
従
事
す
る

こ
と
を
職
務
と
す
る
職

﹁

﹁

林
業

主
と
し
て
林
業
に
関
す
る
知
識
・
技
術
又
は
そ

の
他
の
能
力
を
必
要
と
す
る
業
務
に
従
事
す
る

こ
と
を
職
務
と
す
る
職

教
養
試
験

専
門
試
験
（
記
述
）

人
物
試
験

作
文
試
験

資
格
調
査

土
木

主
と
し
て
土
木
に
関
す
る
知
識
・
技
術
又
は
そ

の
他
の
能
力
を
必
要
と
す
る
業
務
に
従
事
す
る

こ
と
を
職
務
と
す
る
職

教
養
試
験

専
門
試
験
（
五
肢
選
択
）

人
物
試
験

作
文
試
験

資
格
調
査

農
業
土
木

主
と
し
て
農
業
土
木
に
関
す
る
知
識
・
技
術
又

は
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と
す
る
業
務
に
従
事

す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
職

電
気

主
と
し
て
電
気
に
関
す
る
知
識
・
技
術
又
は
そ

の
他
の
能
力
を
必
要
と
す
る
業
務
に
従
事
す
る

こ
と
を
職
務
と
す
る
職

﹁

﹁
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別
表
第
七
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四　

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
山
梨
県
条
例
第

五
号
）
別
表
十
一
の
項
又
は
山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年

山
梨
県
条
例
第
二
十
七
号
）
別
表
十
一
の
項
に
規
定
す
る
休
暇
を
取
得
す
る
職
員
の
業
務
を
処
理

す
る
こ
と
を
職
務
内
容
と
し
、
か
つ
、
山
梨
県
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
及
び
任
期
付
職
員
の
採

用
等
に
関
す
る
条
例
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
る
職
で

選
考
方
法
に
つ
き
人
事
委
員
会
の
定
め
る
基
準
を
満
た
す
も
の

別
表
第
八
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七　

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
別
表
十
一
の
項
又
は
山
梨
県
学
校

職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
別
表
十
一
の
項
に
規
定
す
る
休
暇
を
取
得
す
る
職
員
の
業
務

を
処
理
す
る
こ
と
を
職
務
内
容
と
し
、
か
つ
、
山
梨
県
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
及
び
任
期
付
職

員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ

る
職附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉　

令
和
五
年
度
山
梨
県
職
員
採
用
試
験
（
高
校
卒
業
程
度
）
及
び
小
中
学
校
事
務
職
員
採
用
試
験
の

実
施
に
つ
い
て

令
和
五
年
度
山
梨
県
職
員
採
用
試
験
（
高
校
卒
業
程
度
）
及
び
小
中
学
校
事
務
職
員
採
用
試
験
を
次

の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
五
年
六
月
十
九
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委　

員　

長　
　

細　
　

谷　
　

憲　
　

二
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県
公
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三
百
八
十
七
号
　
　
令
和
五
年
六
月
十
九
日

四
〇
九
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◉　

障
害
者
を
対
象
と
し
た
令
和
五
年
度
山
梨
県
職
員
採
用
選
考
試
験
の
実
施
に
つ
い
て

障
害
者
を
対
象
と
し
た
令
和
五
年
度
山
梨
県
職
員
採
用
選
考
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
五
年
六
月
十
九
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委　

員　

長　
　

細　
　

谷　
　

憲　
　

二



山
梨
県
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百
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令
和
五
年
六
月
十
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日
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一
五
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